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関係法令 

○租税特別措置法施行令 

（公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税） 

第二十五条の十七 

１～５ （略 

６ 贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号

の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものと

する。 

一 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監

事、評議員その他これらの者に準ずるもの（以下この項及び次項第一号において「役員等」とい

う。）のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者（次号及び同項第

一号において「親族等」という。）の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれ

も三分の一以下とする旨の定めがあること。 

イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者 

ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その

他の財産によつて生計を維持しているもの 

ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの 

ニ 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税

法第二条第十五号に規定する役員（（１）において「会社役員」という。）又は使用人である

者 

（１） 当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人 

（２） 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税

法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同

号に規定する同族会社に該当する他の法人 

二 その公益法人等に財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の役員等若しくは社員又

はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の

選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。 

三 その寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若

しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。 

四 その公益法人等につき公益に反する事実がないこと。 

五 その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公

益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を超

えることとならないこと。 

７～35 （略） 

 

○租税特別措置法第40条第１項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて 

昭和５５年４月２３日  

直資２―181  

（最終改正：令和元年６月２５日課資５―177ほか） 

 

（中略） 

 

（その運営組織が適正であるかどうかの判定） 

18 措令第25条の17第６項第１号に規定する「その運営組織が適正である」かどうかの判定は、財産

の贈与又は遺贈を受けた公益法人等について、次に掲げる事実が認められるかどうかにより行うも

のとして取り扱う。 

（１）次に掲げる法人の態様に応じ、定款、寄附行為又は規則において、それぞれ次に掲げる事項

が定められていること。 
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イ～ハ （略） 

ニ 学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人その他の公益目的事業を行う法人 

（イ） その法人に社員総会又はこれに準ずる議決機関がある法人 

    （以下略） 

（ロ） 上記（イ）以外の法人 

Ａ 理事の定数は６人以上、監事の定数は２人以上であること。 

Ｂ 事業の管理運営を審議するため評議員会の制度が設けられており、評議員の定数は、理

事の定数の２倍を超えていること。ただし、理事と評議員との兼任禁止規定が定められて

いる場合には、評議員の定数は、理事の定数と同数以上であること。 

Ｃ 理事、監事及び評議員の選任は、例えば、理事及び監事は評議員会の議決により、評議

員は理事会の議決により選出されるなどその地位にあることが適当と認められる者が公正

に選任されること。 

Ｄ 理事会の議事の決定は、法令に別段の定めがある場合を除き、次によること。 

(Ａ) 重要事項の決定 

次のａからｇまでに掲げる事項の決定は、理事会における理事総数（理事現在数）

の３分の２以上の多数による議決を必要とするとともに、原則として評議員会の同意

を必要とすること。 

なお、贈与又は遺贈に係る財産が贈与又は遺贈をした者又はその者の親族が会社役

員となっている会社の株式又は出資である場合には、その株式又は出資に係る議決権

の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数（理事現在数）の３分の２

以上の同意を得ることを必要とすること。 

ａ 収支予算（事業計画を含む。） 

ｂ 収支決算（事業報告を含む。） 

ｃ 基本財産の処分 

ｄ 借入金（その会計年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。）その他新

たな義務の負担及び権利の放棄 

ｅ 寄附行為の変更 

ｆ 解散及び合併 

ｇ 当該法人の主たる目的とする事業以外の事業に関する重要な事項 

(Ｂ) その他の事項の決定 

上記(Ａ)に掲げる事項以外の事項の決定は、原則として、理事会において理事総数

（理事現在数）の過半数の議決を必要とすること。 

Ｅ 評議員会の議事の決定は、法令に別段の定めがある場合を除き、評議員会における評議

員総数（評議員現在数）の過半数の議決を必要とすること。 

Ｆ 上記Ｄ及びＥの議事の表決を行う場合には、あらかじめ通知された事項について書面を

もって意思を表示した者は、出席者とみなすことができるが、他の者を代理人として表決

を委任することはできないこと。 

Ｇ 役員等には、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しないこと。 

Ｈ 監事には、理事（その親族その他特殊の関係がある者を含む。）及び評議員（その親族

その他特殊の関係がある者を含む。）並びにその法人の職員が含まれてはならないこと。

また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有しないこと。 

Ⅰ 贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、学生等に対して学資の支給若しくは貸与をし、又

は研究者に対して助成金を支給する事業その他これらに類する事業を行うものである場合

には、学資の支給若しくは貸与の対象となる者又は助成金の支給の対象となる者を選考す

るため、理事会又は評議員会において選出される教育関係者又は学識経験者などにより組

織される選考委員会を設けること。 

(注)１ 上記のほか、措令第25条の17第５項第１号に定める親族その他特殊の関係がある

者に関する規定及び同項第３号に定める残余財産の帰属に関する規定が定款などに

定められていなければならないことに留意する。 

２ 上記の法人のうち、別途、国税庁長官の定める通達により標準的な定款、寄附行
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為又は規則の定めがあるものについては、その標準的な定款、寄附行為又は規則に

従って定められたものは、上記ニに該当するものとして取り扱うことに留意する。 

（２）当該公益法人等の事業の運営及び役員等の選任などが、法令及び定款、寄附行為又は規則に

基づき適正に行われていること。 

(注) 他の一の法人（当該他の一の法人と法人税法施行令第４条第２項((同族関係者の範囲))に

定める特殊の関係がある法人を含む。）又は団体の役員及び職員の数が当該公益法人等のそ

れぞれの役員等のうちに占める割合が３分の１を超えている場合には、当該公益法人等の役

員等の選任は、適正に行われていないものとして取り扱う。 

（３）当該公益法人等の経理については、その公益法人等の事業の種類及び規模に応じて、その内

容を適正に表示するに必要な帳簿書類を備えて、収入及び支出並びに資産及び負債の明細が適正

に記帳されていると認められること。 

 

 


